
資料５ 

HACCP導入の促進について 

１ HACCPとは  

事業者自らが、食中毒菌汚染等の危害要因をあらかじめ把握（Hazard Analysis）し

た上で、原材入荷から製品出荷までの全工程の中で、危害要因を除去低減させるため

に特に重要な工程（Critical Control Point）を管理し、製品の安全性を確保する衛

生管理手法です。 

 
先進国を中心に義務化 

 

 

 

 

 



 

 

２ 制度化について 

  食品衛生法を改正が改正され、事業者の業態や規模により、「HACCP に基づく衛生管理」

か「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」に分類し、いずれかの基準による管理を義務

付ける。（施行：2020年 6月まで その後 1年間は猶予期限） 

 

 
 

３ HACCP制度化への支援 

  県の支援 

年度 事業名 実績又は予定 備考 

H27~29 HACCP 普及講習 延べ９回、816 人 事業者、県民等に

HACCP を普及 

H28～ HACCP 実践研修 H28・29 

延べ６回、146 人 

H30 ３回（予） 

導入を目指す事業者

を対象にした研修 

H28～ 個別導入支援 

（モデル事業）  

H28 ２施設 

H29 ４施設 

H30 ２施設（予） 

・個別の導入支援 

・報告会の開催 

H30～ 衛生管理計画作成支援 H30 講習５回（予） 

現地指導 40 施設（予） 

計画書の作成に係る

助言 

H30 食品衛生責任者再教育 900 人（予） HACCP 人材の育成 

 

  国の支援 

   厚生労働省 事業者団体による手引き書の作成支援（30.5.29 現在 ９業種） 

   農林水産省 HACCP 支援法に基づく日本政策金融公庫による融資 など 


